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山
林
の
相
続
登
記
を

　

お
済
み
で
す
か
？

　
不
動
産
（
山
林
を
含
む
）
の
相
続

登
記
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
相
続
し
た

こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
、
３
年
以
内

（
義
務
化
前
に
知
っ
た
場
合
は
、
令
和

９
年
３
月
末
ま
で
）
に
相
続
登
記
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◯
違
反
し
た
場
合

正
当
な
理
由
な
く
義
務
に
違
反
し

た
場
合
は
、10
万
円
以
下
の
過
料

が
科
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◯
そ
の
他

森
林
を
相
続
、売
買
な
ど
に
よ
り

取
得
し
た
場
合
、「
森
林
の
土
地
の

所
有
者
届
出
」を
森
林
の
あ
る
市

町
村
の
森
林
担
当
課
に
提
出
が
必

要
で
す
。

問
相
続
登
記
手
続
き

山
形
地
方
法
務
局
寒
河
江
支
局

☎
０
２
３
７
‐‐
３
２
５
８

※
手
続
き
案
内
は
、事
前
予
約
制

問
相
続
登
記
の
相
談

山
形
県
司
法
書
士
会

（
相
続
登
記
相
談
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
１
２
０
‐
１
３
‐
７
８
３
２

問
森
林
所
有
者
届
出
制
度
担
当
窓

み
ど
り
共
創
課
森
林
活
用
係　

（
奥
山
）　

☎
０
２
３
７
‐
７
４
‐
２
１
１
３

森
林
の
土
地
を

　

取
得
し
た
際
は

　
　

届
出
が
必
要
で
す

　
売
買
契
約
の
ほ
か
、
相
続
、
贈
与
、

法
人
の
合
併
な
ど
に
よ
り
、
森
林
の

土
地
を
新
た
に
取
得
し
た
場
合
に
届

出
を
す
る
こ
と
が
森
林
法
で
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◯
届
出
人　

新
た
な
森
林
の
所
有
者

（
個
人
・
法
人
は
問
わ
な
い
）

◯
届
出
の
時
期　

所
有
者
と
な
っ
た
日
か
ら
90
日
以

内
◯
届
出
先　

所
有
者
と
な
っ
た
土
地
が
あ
る
市

町
村
の
森
林
担
当
課

◯
対
象
と
な
る
森
林

都
道
府
県
が
策
定
す
る
地
域
森
林

計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
森
林

◯
提
出
書
類

①
森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出
書

②
位
置
図

③
そ
の
森
林
の
土
地
の
権
利
を
取
得

し
た
こ
と
が
分
か
る
書
類
等

※
提
出
書
類
の
詳
細
お
よ
び
様
式

は
、町
H
P
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

若
し
く
は
役
場
み
ど
り
共
創
課
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、令
和
８
年
度
よ
り
様
式
が

新
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。（
国
籍

等
の
記
載
が
必
須
）

◯
そ
の
他

届
出
を
し
な
い
、ま
た
は
虚
偽
の

届
出
を
し
た
場
合
は
、10
万
円
以

下
の
過
料
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
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町
H
P
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
読

み
取
れ
ま
す
。

問
み
ど
り
共
創
課
森
林
活
用
係　

（
奥
山
）

　
☎
０
２
３
７
‐
７
４
‐
２
１
１
３

森
林
の
立
木
を

　

伐
採
す
る
際
は

　
　

届
出
が
必
要
で
す

　

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
時
は
、

事
前
に
届
出
を
す
る
こ
と
が
森
林
法

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◯
届
出
人

①
自
分
で
伐
採
す
る
場
合

→
森
林
所
有
者

②
伐
採
業
者
等
が
森
林
所
有
者
か
ら

立
木
を
買
い
受
け
て
伐
採
す
る
場

合
→
森
林
所
有
者
と
立
木
買
い
受
け
者

の
連
名

◯
届
出
時
期

伐
採
を
始
め
る
90
日
前
か
ら
30
日

前
ま
で

◯
届
出
先

伐
採
す
る
森
林
が
あ
る
市
町
村
の
森

林
担
当
課

◯
提
出
書
類

①
伐
採
お
よ
び
伐
採
後
の
造
林
の
届

出②
伐
採
す
る
場
所
の
位
置
図

③
そ
の
他
土
地
の
所
有
者
を
確
認
で

き
る
書
類
等

④
土
地
の
所
有
者
、届
出
者
の
本
人

確
認
書
類
の
写
し

⑤
隣
接
森
林
と
の
境
界
確
認
書
類

⑥
人
工
林（
ス
ギ
等
）の
皆
伐
後
に
天

然
更
新
を
計
画
す
る
場
合
は
、森

林
施
業
プ
ラ
ン
ナ
ー
等
か
ら
の
確

認
を
受
け
た
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

※
提
出
書
類
の
詳
細
お
よ
び
様
式

は
、西
川
町
H
P
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、役
場
み
ど
り
共
創
課
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◯
状
況
報
告

「
伐
採
」お
よ
び「
造
林
」が
完
了

し
た
後
、そ
れ
ぞ
れ
30
日
以
内
に

状
況
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で

す
。

◯
そ
の
他

届
出
書
の
提
出
を
し
な
い
で
立
木

を
伐
採
し
た
場
合
は
、百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

ご
く
小
規
模
な
危
険
木
・
支
障
木

の
場
合
に
限
り
、伐
採
造
林
の
届

け
出
書
の
提
出
が
不
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
な
条
件
は

必
ず
み
ど
り
共
創
課
ま
で
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

問
み
ど
り
共
創
課
森
林
活
用
係　
　

（
奥
山
）

☎
０
２
３
７
‐
７
４
‐
２
１
１
３

水
道
・
下
水
道
使
用

　

料
の
精
算

　

給
水
栓
開
栓
・
閉
栓

　

の
手
続
き
方
法

　

冬
期
間
、
水
道
の
メ
ー
タ
ー
検
針

が
で
き
な
い
た
め
、
冬
期
認
定
料
金

に
し
て
い
ま
し
た
が
、
５
月
か
ら
メ
ー

タ
ー
検
針
を
再
開
し
ま
す
。
こ
の
検

針
値
に
よ
り
冬
期
間
の
料
金
の
精
算

を
行
い
ま
す
。
検
針
票
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
検
針
期
間　
５
～
12
月

　

毎
月
１
日
～
５
日
ま
で
の
間
に
各

家
庭
、
事
業
所
の
検
針
を
行
い
ま
す
。

検
針
を
迅
速
か
つ
正
確
に
行
う
た
め

に
、
次
の
こ
と
に
ご
協
力
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◯
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物
や

車
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◯
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
周
辺
の
草
を

刈
る
な
ど
、き
れ
い
に
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

◯
メ
ー
タ
ー
の
数
値
を
確
認
で
き
る

よ
う
に
、メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の

水
や
泥
等
を
取
り
除
い
て
く
だ
さ

い
。
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◯
検
針
期
間
中
は
、特
に
飼
い
犬
な

ど
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
離
れ

た
場
所
に
つ
な
い
で
お
い
て
く
だ

さ
い
。

※
積
雪
の
状
況
等
に
よ
り
５
月
の
検

針
が
で
き
な
い
場
合
は
６
月
に
精

算
し
ま
す
。

◎
水
道
の
開
栓
・
閉
栓
の
申
込
み
は

2
日
前
ま
で
に
届
出
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。

◯
手
続
き
方
法

開
閉
栓
希
望
日
時
の
2
日
前（
土

日
祝
日
除
く
）ま
で
届
出
書
を
建

設
水
道
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
当
日
対
応
不
可
・
予
約
制
）

作
業
時
間　

9
時
〜
10
時
ま
た
は

13
時
〜
14
時
の
時
間
内

◯
受
付
時
間　

　

8
時
30
分
～
17
時
15
分　

　
※
土
、日
、祝
日
を
除
く
。

◯
受
付
場
所　

建
設
水
道
課（
専
用

栓
設
置
場
所
が
大
井
沢
地
区
の
場

合
は
大
井
沢
郵
便
局
で
も
可
能
）

◯
手
数
料　
1,
0
0
0
円（
申
込
み

時
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

◯
注
意
事
項

○
電
話
の
み
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

必
ず
書
面
で
本
人
の
意
思
を
確
認

し
た
う
え
で
の
開
栓
・
閉
栓
と
な

り
ま
す
。

○
土
、日
、祝
日
お
よ
び
、時
間
外
の

開
栓
・
閉
栓
は
行
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。

◯
止
水
栓
お
よ
び
水
道
メ
ー
タ
ー
周

辺
に
積
雪
が
あ
る
場
合
は
、事
前

に
除
雪
し
て
く
だ
さ
い
。

※「
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」を
使
え
ば

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

　
ン
で
も
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

問
建
設
水
道
課
管
理
係

　
（
堀
江
）

☎
０
２
３
７
‐
７
４
‐
４
１
２
０

５
月
は
「
不
法
投
棄

監
視
及
び
海
岸
漂
着
ご

み
削
減
強
化
月
間
」
で

す
！

　　

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
犯
罪
で

す
。
不
法
投
棄
等
を
見
か
け
た
場
合

に
は
村
山
総
合
支
庁
環
境
課
ま
た
は

町
民
税
務
課
生
活
環
境
係
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
海
岸
漂
着
ご
み
の
お
よ
そ

７
割
は
内
陸
部
の
ポ
イ
捨
て
や
屋
外

で
放
置
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み

が
川
へ
流
れ
海
に
た
ど
り
着
い
た
も

の
で
す
。
不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
は

地
域
を
汚
す
と
と
も
に
海
も
汚
し
ま

す
。
み
ん
な
で
不
法
投
棄
を
撲
滅
し

ま
し
ょ
う
。

◯
不
法
投
棄
１
１
０
番

村
山
総
合
支
庁　

保
健
福
祉
環
境
部

環
境
課　
廃
棄
物
対
策
担
当

☎
０
２
３
‐
６
２
１
‐
８
４
５
２

　
（
直
通
）

問
町
民
税
務
課
生
活
環
境
係

　
（
飯
野
）

☎
０
２
３
７
‐
７
４
‐
４
１
１
８

【
営
業
時
間
の
変
更
】

か
わ
ど
い
亭
が
O
P
E
N

し
ま
す
！

　
西
川
町
の
名
物
料
理
を
ご
提
供
し

ま
す
！
地
元
の
お
母
さ
ん
方
が
季
節

の
味
わ
い
を
楽
し
め
る
御
膳
料
理
や

喫
茶
・
軽
食
を
提
供
す
る
食
堂
で
す
。

（
御
膳
料
理
は
事
前
に
予
約
が
必
要

で
す
）

◯
営
業
時
間
：
５
月
１
日
～ 

11
月

　

毎
週
金
・
土
・
日
曜
日

　

11
時 

～ 

14 

時

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
：
13
時
30
分
） 

◯
定
休
日
：
臨
時
休
業
に
な
る
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。

問 

か
わ
ど
い
亭

☎ 

０
８
０
‐
２
８
３
９
‐
５
６
７
８

問 

観
光
課
観
光
係

　
（
鈴
木
）

☎ 

０
２
３
７
‐
８
４
‐
０
５
６
６

「
令

和
８
年

経

済

セ

ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
」

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
は
、

全
産
業
分
野
の
売
上
（
収
入
）
金
額

や
、
費
用
な
ど
の
経
理
項
目
を
同
一
時

点
で
網
羅
的
に
把
握
し
、
我
が
国
に

お
け
る
事
業
所
・
企
業
の
経
済
活
動

を
全
国
的
お
よ
び
地
域
的
に
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
事
業
所
お
よ
び

企
業
を
対
象
と
し
た
各
種
統
計
調
査

の
母
集
団
情
報
を
得
る
こ
と
を
目
的
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と
し
た
統
計
法
に
基
づ
く
基
幹
統
計

調
査
で
す
。

　

山
形
県
知
事
か
ら
辞
令
を
受
け
た

統
計
調
査
員
が
対
象
事
業
所
に
調
査

票
を
お
持
ち
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

問
総
務
課
総
括
係

　
（
木
島
）

☎ 

０
２
３
７
‐
７
４
‐
４
４
０
２

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用

　
　

券
を
交
付
し
ま
す 

　
町
内
在
住
で
障
が
い
の
あ
る
方
に
、

福
祉
タ
ク
シ
ー
券(

小
型
タ
ク
シ
ー

の
基
本
料
金
相
当
額)

を
交
付
し
ま

す
。
病
院
へ
の
通
院
や
買
い
物
な
ど

外
出
時
に
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

◯
対
象
者　

町
民
税（
所
得
割
）非
課
税
の
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
お
持
ち

の
方

〇
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～
４
級

〇
療
育
手
帳
Ａ
判
定
・
Ｂ
判
定

〇
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
１
級
～
３
級

◯
交
付
枚
数

◯
身
体
障
害
者
手
帳　

　
視
覚
障
害
１
級　

36
枚

〇
視
覚
障
害
１
級
を
除
く
身
体
障
害

者
手
帳　
１
級
～
４
級　

24
枚

〇
療
育
手
帳

　
Ａ
判
定
・
Ｂ
判
定　

24
枚

〇
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
１
級
～
３
級　

24
枚

◯
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
有
効
期
限　

交
付
の
日
～
令
和
９
年
３
月
31
日

◯
申
請
方
法　

西
川
町
保
健
セ
ン
タ
ー
に
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
保
健
セ
ン
タ
ー
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
、H
P
に
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
お
使
い
く

だ
さ
い
。　

　

申
請
者
本
人
の
障
が
い
者
手
帳
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◯
そ
の
他　

　

令
和
７
年
度
に
交
付
さ
れ
た
福
祉

タ
ク
シ
ー
券
の
有
効
期
限
は
、令

和
８
年
３
月
31
日
で
す
。
期
限
の

過
ぎ
た
タ
ク
シ
ー
券
は
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問
健
康
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　
（
伊
藤
）　　

☎ 

０
２
３
７
‐
７
４
‐
３
２
４
３  　

５
月
の
認
知
症
カ
フ
ェ

　

認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮

ら
し
た
い
。
そ
ん
な
地
域
を
作
る
場

所
が
「
認
知
症
カ
フ
ェ
」
で
す
。

　

認
知
症
カ
フ
ェ
で
は
、
交
流
や
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
で
楽
し
み
な
が

ら
、
認
知
症
に
つ
い
て
知
る
、
学
ぶ
、

考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
介
護
や

認
知
症
の
相
談
の
場
、
交
流
の
場
と

し
て
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
喫
茶
ケ
ア
ハ
イ
ツ
西
川
」

◯
日
時
：
５
月
14
日
（
木
）

   

９
時
30
分
～
11
時
30
分

◯
場
所
：
ケ
ア
ハ
イ
ツ
西
川

◯
内
容
：
軽
体
操
や
脳
ト
レ
、
レ
ク

　
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
交
流
を
楽 

    

し
み
ま
す
。

◯
定
員
：
１
回
15
名
程
度

◯
参
加
費
：
１
回
２
０
０
円

　
（
お
や
つ
・
飲
み
物
付
き
）

◯
申
込
期
日
：
５
月
７
日
（
木
）

問
ケ
ア
ハ
イ
ツ
西
川

☎ 

０
２
３
７
‐
７
４
‐
４
０
６
５

役
場
で
は
、

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

節
電
の
更
な
る

推
進
を
図
る
た
め
、

年
間
を
通
し
て

ク
ー
ル
ビ
ズ
と

ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

エ
コ

オ
フ
ィ
ス

実
施
中
！
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日時 来町 者 目的 場 所
町民
参加

5/2～ 25 お助け隊１期　6名 お困りごとのお手伝い 町内 -

5/10～ 23 保育園留学（4 才児女児）
埼玉県越谷市

地域に滞在する子供主体
の暮らし体験 町内 -

5/24 ～
6/6

保育園留学（4 才児女児）
埼玉県大成町

地域に滞在する子供主体
の暮らし体験 町内 -

西川町にお越しのみなさま

視察や協定式は、町民の方のご参加もお待ちしています！

M A C H I  n o  O S H I R A S E   v o l . 1 5 5 9   I s s u e   2 0 2 6 / 0 5 / 0 1

5 ２



6２



M A C H I  n o  O S H I R A S E   v o l . 1 5 5 9   I s s u e   2 0 2 6 / 0 5 / 0 1

7 ２



8２



M A C H I  n o  O S H I R A S E   v o l . 1 5 5 9   I s s u e   2 0 2 6 / 0 5 / 0 1

9 13



10３



M A C H I  n o  O S H I R A S E   v o l . 1 5 5 9   I s s u e   2 0 2 6 / 0 5 / 0 1

11 13



1213



M A C H I  n o  O S H I R A S E   v o l . 1 5 5 9   I s s u e   2 0 2 6 / 0 5 / 0 1

13 ４



14４



M A C H I  n o  O S H I R A S E   v o l . 1 5 5 9   I s s u e   2 0 2 6 / 0 5 / 0 1

15 ４
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